
会員を中心とした組織作りのために！

（一社）長崎県薬剤師会
会員組織委員会



代議員

会員会員 会員

意思の表明

会員によって選出



 《第42回総会》平成27年5月
24日
県薬会員 ：1,406名
本人出席者： 82名（ 5.8％）
書面表決 ： 201名（14.3％）
委 任 状： 628名（44.7％）

ほぼ会長委任

総会のその場にいない人の意見で議案の可否が決
定している



総会に参加した方の意見で議案の可否が決定する



長崎県薬剤師会定時総会

・・・・・・



総会 総会制 代議員制

参加 正会員 代議員

議決権 １個 １個

会員の意思表明 総会にて直接 代議員を通じて間接

国政選挙と同じと考えてください

総会以外は何も変わりません



 定款に、代議員になる条件や手続きを定めま
す

 一般会員と代議員に該当する会員に、入会条
件の差をつけない

 誰でも公平に代議員になることができます



 理事・監事の選任・解任、報酬等の総額・支給の
基準、貸借対照表・損益計算書等の承認

 定款変更

 会員規程・会費規程の制定・改廃

 正会員の除名、代議員の罷免



メリット デメリット

会員から
みて…

間接的だが意見が
反映

直接発言できない

役員から
みて…

活発な議論の展開
議案が否決される可
能性がＵＰ

経費
総会資料作製費・郵
送費の削減

代議員の選出費・交
通費等が発生



活発な
議論

•活発な議論が展開

意見の
反映

•間接的に会員の意見が反映

•会員が薬剤師会へ興味を示す

参加
意識

•会員の参加意識が高まる

•会員による、会員のための県薬



代議員

会員会員 会員

代議員

会員会員 会員

代議員

会員会員 会員

選挙区ごとに意思の疎通を図っておく！選挙区ごとに意思の疎通を図っておく！

Ａ選挙区 Ｂ選挙区 Ｃ選挙区



 すべての会員に、代議員選出に関して選挙
権・被選挙権が保障されている

（不当な差別はしない）

 代議員選挙は、理事・理事会から独立して行
われる

（選挙管理委員会）

 会員には、代議員と同等の情報開示請求権を
付与

（情報開示）



 代議員選出を各地域・職域割で行う

（今までの役員選出と同じ）

 立候補により選出。各地区の代議員定足数を
越えた地区は選挙により決定する

 代議員定足数は、各地区の正会員数を一定
数で除した数の合計（端数切上）



30 会員数 代議員数
長崎 626 22
佐世保 202 8

諫早 134 5
大村東彼 109 4

島原 98 4
県北 42 2
五島 53 3

壱岐・対馬 30 2
病薬 94 4
大学・行政 30 2

計 1418 56

 理事者数：代議員数

≒ １：２

50～60名（定款案）

 一定数を３０

最低数が2人（支部意見）

会員50人以下：２

会員50人超過：2+（会員数-
50）÷30



代議員制 代議員数

山口 ○ 47～53 1+（50-支部数）×支部会員/全会員

福岡 ○
100～
110

会員数に応じて按分比例

佐賀 ○ 概ね1/25

大分 ○ 30～35 会員数に応じて按分比例

熊本 ○ 概ね1/50

宮崎

鹿児島 ○ 概ね1/25

沖縄 ○ 25人以下1人、20人増す毎に1人


